
第０６回 ０１月度 修繕専門委員会 議事録 
         Ｎo.１／４ 

開 催 
２００５年０１月１５日(土) 

開始 19:10 ～終了 20:45 
場 所 集会所 ２Ｆ 洋室 作 成 ０５年０１月１７日 

太田(1-321) 欠 川崎(1-313) 欠 山倉(2-205) 欠 宮口(2-208) 欠 
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◎進行役       吉牟田(5-204) ◎ 
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長

 

吉牟田 

門(1-320) 欠 土屋(2-206) 出 上村(2-207) 欠 井上(3-205) 欠 

菊地(3-502) 出 山口(4-303) 欠 上遠野(4-306) 出 瀬戸(5-207) 欠 

委員 
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起 案 者 区  分 議 題 及 び 議 決 内 容 議  決
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１．長期修繕計画(案)および長期修繕計画表(案)ついて 

                        ～詳細は配付資料参照 

 

《長期修繕計画(案)》 

・マンションの修繕は人の体と同じように、劣化現象が顕在化してから行う 

よりも、それを予め計画し修繕を実施することが望ましいとされており 

ます。長期的な計画の下で修繕工事を行う場合は、工事別の修繕周期、 

概算費用等を予定することができ、それに基づいて修繕費用を平準化する 

ことにより、工事費用の一時負担金が少なくてすむことになります。 

 長期修繕計画(案)は一定期間(概ね4～5年程度)毎に見直しておくことが 

 必要になります。これは年数の経過とともに使用資材、施工方法、施工時期

 等に変更が生じるため、ある一定期間での見直しが必要となります。 

 建築基準法の改正により、「スクラップ･ビルド」の時代は終わり、建築の 

 適正な維持保全は行政当局から見ても重要課題であり、特にマンションの 

 長期修繕計画(案)の作成は欠かせないものとなってきました。  <服部> 

 

・管理組合にて管理する対象区分は「共用部分」とされておりますが、 

 専用部分にあっても管理組合にて管理した方が良いと判断した場合、 

その旨を「規約」に定めたうえで、管理する場合もあります。 

例えば、住宅内給排水管･ガス管等は専用部分に属しますが、管本体取替、

更生方法を施工する場合でも、全戸一斉に施工が出来、品質や施工時期に 

 バラツキがなくなる利点もあります。             <服部> 

 

・長期修繕計画は修繕周期が長い項目も当てはめるため、25年程度の期間を 

 設定します。長期修繕計画に該当する項目を洗い出し、修繕計画を立案する

 うえで大枠の修繕周期の設定、計画修繕実施に向けて修繕費累計金額および

 修繕積立金の収支の算出など「25年後までにどの様な修繕項目」「いつ頃、

修繕を計画するか」「このままで行くと修繕費と修繕積立金がどうなるの

か」を検討し長期に渡る修繕計画の全体像を把握するのが目的になります。

                              <服部> 

 

・修繕の計画時期が来ても必ずしも計画通りに修繕する必要はありません。 

「建物診断･調査」を実施し、その結果にて修繕時期の決定し、工事仕様、

概算設計金額を作成したうえで、修繕実施計画の作成、修繕費および修繕 

積立金収支計画を検討することが必要となります。       <服部> 
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  Ｎo.２／４ 

起案者 区  分 議 題 及 び 議 決 内 容 議  決

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・建物には定期的な診断･調査が必要であると考えます。 

「健康診断･調査」には大きく区分けすると2つあり、1つは10年程度を 

目安に行う定期診断、これは中期修繕計画の見直し時期に外観点検にて 

診断･調査を行い建物の現状を確認し修繕時期の見直し基礎資料を目的と 

 します。もう1つは修繕実施到来時期2年前程度を目安に行う項目別診断、

 これは修繕実施時期、工事仕様、工事範囲、工事金額を決定し、修繕積立金

 収支計画及び修繕実施計画作成の基礎資料を目的とします。 

「建物診断･調査」は建物を維持していくうえで重要性は高く、大きな意味

 では修繕計画の1つと考えられます。             <服部> 

 

《長期修繕計画表(案)》 

・H7年度作成のものに対して、修繕項目の見直しおよび単価の見直しを 

 したものです。屋上防水(ｼｰﾄ)は修繕周期15年ですが、足場設置の絡みで 

 外壁塗装などに合わせて12年としてあります。         <服部> 

 

・H23年度の「管体調査」は、管圧を調べ管内の状況を光ファイバーで確認 

 する現状把握調査です。この調査により、延命工法をするか？全交換にする

 か？を判断するということで記載してあります。        <服部> 

 

・動力盤･分電盤の金額がH7年度とかなり違いますが？      <土屋> 

・H7年度の詳細が不明でしたので、今回の見直しを正としてください。 

                               <服部> 

 

・テレビ共聴設備でH20年度と同じ金額が、H31年度とH41年度にあります。

 H23年度でアナログ放送が無くなるので、見直しが必要だと思います。 

                              <伊與田> 

 

・いずれアナログ電話が無くなり、ＩＰ電話になっていくと思われますが？ 

  <伊與田> 

・現在は光ファイバーの資料も少なく、大手3社と言ってもNTTだけのような

 状況です。将来どこかの時点で検討すれば良いと思われます。その時には、

 アナログ回線をセキュリティーに使用するという考えもあります。 

                               <服部> 

 

・外灯がH23年度となっていますが、ウェルシーの外灯は暗いということで 

防犯上前倒しを検討中です。地震保険加入の予算との絡みがあるのですが、

出来ればH17年度に実施させたいと考えています。      <吉牟田> 

 

・本年度6月までの修繕積立金まで含めて、細かく計算見直しをしなければ 

 なりません。ギリギリのところですので、対応について検討が必要でしょう。

長期修繕計画表(案)の繰越金額(169,549千円)は、どのように算出したもの

 なのでしょうか？                     <伊與田> 

・H16年度修繕積立金会計収支予算書の予算額をそのまま使っています。 

                               <服部> 

 

・今回のマンション保険の返戻金は別として、次の5年後の返戻金はマイナス

 分を管理費で払う検討必要になると思われます。        <吉澤> 

・管理費はギリギリでやり繰りしているので、値上げの検討が必要です。 

                               <菊地> 
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起案者 区  分 議 題 及 び 議 決 内 容 議  決

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉牟田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・長期修繕計画表(案)の修繕項目を全て実施した場合、現在の修繕積立金だと

 25年後(H41年度)には-8億3千万円という計算となります。ご参考まで。 

 中身的には、もう1回(H28年度)外壁塗装をしても赤字にはなりません。 

 屋外の給水管･ガス管を全取替工事(H33年度)した時に少し赤字となり、 

 アルミサッシおよびアルミ手摺の改修工事(H37年度)で大赤字となります。

 修繕項目の割合率は、建築66％、電気6％、機械18％、通路舗装などの 

 付帯が10％で、ほとんどが建築となっています。        <服部> 

 

・25年後の-8億3千万円はMAXと見て良いでしょうか？ 

10年後15年後に値上げとなると、住民の中での年金生活者も多くなり、 

値上げは厳しくなると思うので、早いうちに値上げをした方が先々の負担が

少なくて良いという気がします。               <菊地> 

 

・-8億3千万円は、ほぼMAXと思われます。 

 ライフライン(給排水管･ガス管)を全交換としていますが、延命工法という

 安く済ませる手もあります。現在、管の内側にFRPの膜を付けるPCG工法が

 最も良いとされています。7～8年先になりますが、外壁塗装を遅らせて 

 管の延命をさせるか？ の検討～判断がポイントだと思われます。 

 管の全交換を延命させることで、修繕積立金残額が変わってきます。 

                               <服部> 

 

・屋内の管は専用部分なので各戸での管理なのですが、難しいでしょう。 

修繕や交換をしない住宅が原因で、共有部分に影響を及ぼすと困ります。 

 管理組合がやらなくてはならないと考えています。       <村松> 

・細則を明確化し、屋内管の負担区分を変えて総会決議で承認をもらった後、

 屋内管を管理組合でやるのだから管理費UPせざるをえませんねとするのが

 最も反対されにくい方法だと思われます。           <吉澤> 

 

・長期修繕計画書(案)としては、大筋これで良いと思います。 

 建築技術も進歩していくので、見直しを繰り返していけば良いでしょう。 

                               <村松> 

・今回の長期修繕計画書(案)は未完成のものです。見直しをかけていきます 

 ので、ご要望などあれば連絡をお願いします。         <服部> 

 

 

２．玄関ポーチ灯の塗装＆器具交換について 

              ～詳細は配付資料参照 

 

・2/10～2/12にて、全戸数の施工完了を予定していますが、 

不都合なお宅は別途交渉となります。 

 器具交換、塗装補修とも各戸でのブレーカーのOFFは不要です。 

 施工業者が、各戸とのやりとり(施工アナウンス～集金)を行います。 

                              <吉牟田> 

 

・リフォーム申請は各戸別ではなく、まとめて申請OKとしました。 

  <吉牟田> 

・リフォームのまとめ申請は問題ありませんが、出来ればリフォーム申請は 

施工前(1月度の理事会まで)に提出していただきたいですね。 

                             <伊與田> 
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起案者 区  分 議 題 及 び 議 決 内 容 議  決
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３．要望書(電話回線について) 

                        ～詳細は配付資料参照 

 

・壁面内の電話回線の基板が結露により錆びたので交換したという連絡です。

 管理組合で発生状況の調査～対策の検討を要望とのことです。 

 <吉牟田> 

 

・まとめて一斉に対応するなら管理組合となりますが、専用部分なので 

 各戸で対応してもらうことになりますね。           <村松> 

 

 

４．ＤＩＹクラブ活動報告 

～詳細は配付資料参照 

 

 《施工報告》 

 11/14  集会所2Fのプロジェクタ風よけ設置 

     6番館北東通路のインターロック補修 

 11/28  集会所事務所の棚設置 

     集会所1Fロビーの階段下倉庫内ラック設置 

<伊與田> 
 

・依頼済みの案件は、全て終了しています。現在の所、予定はありません。 

<伊與田> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※次回開催 日時 ： ０２月１２日（土）  ＰＭ７：００～ 

       場所 ： 集会所 ２Ｆ 洋室 
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